
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法 

自然災害 

・地震災害対策 

・風水害等災害対策 

（水害・風害・竜巻・雷・

突風・雪害） 

 

大規模災害 

・放射性物質事故対策 

・大規模火災対策 

・航空機事故災害対策 

・鉄道事故災害対策 

・道路事故災害対策 

・危険物事故 

危機レベル 1 

主体：担当所属 

応援：危機管理室・ 関係部局 

総括責任者：担当部局の長 

副総括責任者：担当所属の長等 

情報管理責任者：担当所属の長 

危機事案対処担当：情報管理責

任者に指定された職員 

 

 

 

危機レベル 2 

主体：危機管理室・担当所属 

応援：関係部局 

総括責任者：危機管理室長 

副総括責任者：担当部局の長等 

情報管理責任者：担当所属の長 

危機事案対処担当：情報管理責

任者に指定された職員 

危機レベル３…全庁対応 

危機事案対策本部 

本部長：市長 

副本部長：:副市長 

危機管理室長 

本部員：部局の長、本部長が

認めるその他の職員 

本部事務局：危機管理室職員、

本部員に指名された職員 

     

武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律 

 

佐倉市国民保護計画 

武力攻撃事態 

・弾道ミサイル攻撃 

・着上陸侵攻 

・ゲリラや特殊部隊によ

る攻撃 

・航空攻撃 

緊急対処事態 

・関連施設等の爆破 

・近隣県の原子力事業所等

の破壊等に対しての放射性

物質の拡散及び化学剤等の

散布 

関係機関・関係団体との協定 

情報収集等の対応が必要 

市の体制構築 

緊急事態連絡本部 

国から対策本部設置の通知 

国民保護対策本部 

計画に基づく各部事務分掌 

佐倉市地域防災計画 

有 無 

左

記

以

外

の

危

機

事

案 

○危機事案の調査・研究 

○マニュアル等の整備・見

直し 

○関係機関・関係団体との

協力体制づくりの推進 

○訓練・研修の実施 

○市民等への情報提供と

危機管理に関する啓発 

○物資等の確保及び備蓄 

○危機事案の情報収集 

○本計画及びマニュアル

等に基づき救助や通報、各

種対策を実施 

○応急対応の継続性の判

断 

○関係部局への応援要請 

○関係機関・関係団体への

情報提供・協力要請 

○市民等や市議会への情

報提供 

○報道対応 

○危機レベル３の場合、対

策本部を設置 

 

 

市職員 

所属長 

危機管理室長が危機レベルを判断 

所属部局長 

・担当所属が複数の場合、危機管理室長が担当所属を決

定 

・担当所属が不明確の場合、判明するまで危機管理室が

対処 

・担当所属が判明した場合、原則、対処を移管する。 

 

 

応
急
対
応 

緊
急
時
の
対
応

ｓ 

【想定する危機事案】 

Ａ健康危機 ⇒ 重大な感染症の流行（新型インフルエンザ・ノロウィルス等） 

       学校給食における食中毒・アナフィラキシーなど 

       動物由来の感染症（狂犬病など）・家畜伝染病（鳥インフルザ、ＢＳＥなど） 

Ｂ環境汚染危機 ⇒ 大気汚染・土壌汚染等 

Ｃ上下水道危機 ⇒ 渇水・凍結・管路工事等、飲料水による事故 

Ｄ有害鳥獣による市民生活への危機 ⇒ 農作物・住宅への被害 

Ｅ社会福祉施設（民営を含む）における事件・事故 ⇒ 公営・民営の社会福祉施設での火災・

不審者の侵入・器物損壊等 

Ｆ園児、児童、生徒を対象とする事件・事故⇒通園、通学時や施設外活動時での事件・事故 

Ｇ土地の区画形質の変更に伴う事故 ⇒ 盛土・切土、道路の新設工事等 

Ｈ情報システムの障害等⇒ コンピュターウィルス等 

Ｉ個人情報の漏えい、流出⇒不正アクセス、各種個人情報データ・資料の管理による事件事故 

Ｊ市主催・共催等のイベントでの事件・事故 ⇒ 雑踏事故・火災等 

Ｋ行政業務妨害危機 ⇒ 不当要求、暴力行為、誹謗中傷行為、職員への執拗な勧誘等 

Ｌ公共施設（道路、公園、本庁舎・出先施設、教育施設）における事件・事故 ⇒ 火災・不

審者の侵入・器物損壊等 

Ｍその他、市民等に被害を及ぼす、又は被害を及ぼすおそれのある危機 

⇒ 上記事案に当てはまらない危機事案 

 

佐倉市危機事案対処計画 

 

事
前
対
策 

 

事
後
対
策 

 

 

佐倉市危機事案対処計画対処フロー 

事案発生 

○復旧対策 

○市民等の不安の解消及

び安心の回復 

○再発防止策の検証・実施 

○マニュアル等の整備・見

直し 

人命最優先 

緊急時は 110番、

119番に通報 
 

危機事案収束 


